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新旧対照表 

 新 旧

 農業就労環境整備事業費補助金交付要綱 

 

第１～４条　（省略） 

 

（補助の条件） 

第５条　（１）～（８）　（省略） 

　（９）別表１に掲げる補助事業者が、県税の納税義務者である場合は、県

税の滞納がない旨を証する納税証明書又は県税完納情報の提供に係

る同意書（税務課が別に定める「県税完納情報提供事務処理要領」に

おける第４号様式）及び本人確認書類の写し（補助事業者が個人の場

合は、マイナンバーカード、運転免許証（削除）の写し等）を、県税

の納税義務がない場合は申立書を知事に提出すること。また、補助事

業者による税外未収金債務の滞納がないことを確認するため、別記第

２号様式による誓約書兼同意書を、前条第１項の規定に基づく交付の

申請時に知事に提出すること。 

 

第６～９条　（省略） 

 

（実績報告等） 

第 10 条　補助助事業者は、補助事業が完了したときは、別記第５号様式によ

る補助金実績報告書を補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日

又は当該年度の２月 28 日のいずれか早い日までに知事に提出しなければ

ならない。 

２　（省略） 

農業就労環境整備事業費補助金交付要綱 

 

第１～４条　（省略） 

 

（補助の条件） 

第５条　（１）～（８）　（省略） 

　（９）別表１に掲げる補助事業者が、県税の納税義務者である場合は、県

税の滞納がない旨を証する納税証明書又は県税完納情報の提供に係

る同意書（税務課が別に定める「県税完納情報提供事務処理要領」に

おける第４号様式）及び本人確認書類の写し（補助事業者が個人の場

合は、マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証の写し等）を、

県税の納税義務がない場合は申立書を知事に提出すること。また、補

助事業者による税外未収金債務の滞納がないことを確認するため、別

記第２号様式による誓約書兼同意書を、前条第１項の規定に基づく交

付の申請時に知事に提出すること。 

 

第６～９条　（省略） 

 

（実績報告等） 

第 10 条　補助事業者は、補助事業が完了したときは、別記第５号様式によ

る補助金実績報告書を補助事業の完了の日から起算して 30 日を経過した

日又は当該年度の１月 31 日のいずれか早い日までに知事に提出しなけれ

ばならない。 

２　（省略）  
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 （取得財産等の管理等） 

第 13 条　補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産

（「取得財産等」という。）のうち取得価格又は効用の増加価格が 50 万円

以上のものについては、別記第８号様式による取得財産等管理台帳により

適正に管理しなければならない。 

 

第 14 条　規則第 19 条の規定により知事の承認を受けようとするときは、別

記第９号様式による財産処分承認申請書に理由書を添えて知事に提出し

なければならない。 

　２～４　（省略） 

 

第 15 条　（省略） 

 

第 16 条　（省略） 

 

第 17 条　（省略） 

 

（県内発注） 

第 18 条　補助事業者は、補助事業の実施において県が定める「公共調達に

よる地消地産推進戦略」に沿った県内発注に努めるものとする。 

 

第 19 条　（省略） 

 

 

 

 

（追加） 

 

 

 

 

 

第 13 条　規則第 19 条の規定により知事の承認を受けようとするときは、別

記第８号様式による財産処分承認申請書に理由書を添えて知事に提出し

なければならない。 

　２～４　（省略） 

 

第 14 条　（省略） 

 

第 15 条　（省略） 

 

第 16 条　（省略） 

 

（追加） 

 

 

 

第 18 条　（省略） 
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 附則 

１　（省略） 

２　この要綱は､令和９年５月 31 日限り、その効力を失う。ただし､この要

綱に基づき交付された補助金については､第５条第４号から第７号まで、

第 10 条第２項、第 12 条から第 15 条まで及び第 17 条の規定は同日以降も

なおその効力を有する。 

 

附則　 

　この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附則 

１　（省略） 

２　この要綱は､令和８年５月 31 日限り、その効力を失う。ただし､この要

綱に基づき交付された補助金については､第５条第４号から第７号まで、

第 10 条第２項、第 12 条から第 14 条まで及び第 16 条の規定は同日以降も

なおその効力を有する。 

 

（追加） 
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 別表１（第３条、第５条、第 12 条関係） 

 

別表２　（第５条、第６条、第８条、第 15 条関係） 

 

別表１（第３条、第 12 条関係） 

 

別表２　（第５条、第６条、第８条、第 14 条関係） 
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４　（省略） 

 

４　（省略） 
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 別紙１－２、第２号様式　　（省略） 

 

 

 

 

別紙２－１、２－２、第４号様式　（省略） 

別紙１－２、第２号様式　　（省略） 

 

 

別紙２－１、２－２、第４号様式　（省略） 
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9 

 

 

 

 

３　（省略） 

別紙３－２、第６号様式　（省略） 

 

３　（省略） 

別紙３－２、第６号様式　（省略） 
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（追加） 
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